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◎新潟県告示第320号 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定

する。 

令和４年３月25日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

加茂市八幡二丁目580番４、580番６、602番15、603番６、608番７及び608番９ 

２ 土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、クロロエチレン、シマジン、シアン化合物、チオベンカル

ブ、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペ

ン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、テトラクロロエチレン、チウラム、1,1,1-

トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、

ふっ素及びその化合物、ベンゼン、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌の汚染状態が土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合 

 物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 


